第２次募集
長崎県地域資源活用促進対策事業に係る
助成事業の募集について

長崎県商工会連合会

長崎県地域資源活用促進対策事業募集要項
１．事業の目的
　　長崎県内の中小企業者等による地域資源（農林水産物等）を活用した取組みを促進し、地域産業の活性化を図る。

２．助成金交付事業の実施主体
　　長崎県商工会連合会（以下「県連合会」という。）が、長崎県地域資源活用促進対策事業助成金交付事業の主体として、助成対象事業の公募、審査・選定、助成金の交付などを実施する。


３．助成対象者
　（１）県内の中小企業者又は農林漁業者

　【定義】

　①　中小企業者
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律（平成１９年法律第３９号）又は中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律（平成２０年法律第３８号。以下「農商工等連携促進法」という。）に規定する中小企業者（みなし大企業を除く。）
②　みなし大企業

　　　1) 発行済株式の総数又は出資価額の総額の２分の１以上を同一の大企業が所有している中小企業者
　　　2) 発行済株式の総数又は出資価額の総額の３分の２以上を大企業が所有している中小企業者
　　　3) 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占めている中小企業者
　　　4) その他、上記1)から3)に相当すると認められる中小企業者
　③　農林漁業者
 農商工等連携促進法に規定する農林漁業者

④　地域資源

1) 長崎県内で産出される農林水産物又は鉱工業品

2) 前号に掲げる鉱工業品の生産に係る技術

3) 文化財、自然の風景地、温泉その他の地域の観光資源
４．助成対象事業
　（１）事業計画作成事業（上記３．助成対象者の（１）が事業主体）
　　　　　地域資源活用又は農商工連携に関する国や県などの支援制度に申請するための事業計画の作成

　　　
５．助成対象経費
事業実施に直接必要な経費として明確に区分できるもので、かつ証拠書類によって金額等が確認できる次に掲げる経費が対象となる。
（１）事業計画作成事業

①謝金
ｱ) 専門家謝金
指導・助言等を受けるために招聘した専門家に謝礼として支払われる経費

②旅費
ｱ) 専門家旅費
指導・助言等を受けるために招聘した専門家に旅費として支払われる経費

ｲ) 職員旅費
　　　 会議出席又は情報収集等を行うための旅費として支払われる経費
③諸費

ｱ) 会議費

会議を開催する場合のお茶代として支払われる経費

ｲ) 会場借料

会議を開催する場合の会場費として支払われる経費

ｳ) 通信運搬費

郵便代、運送代等として支払われる経費

ｴ) 消耗品費

消耗品を購入するために支払われる経費

ｵ) 印刷製本費

資料等の印刷費として支払われる経費

ｶ) 資料購入費

図書、参考文献、資料等を購入するために支払われる経費

ｷ) 調査・分析外注費

当該事業に係る調査・分析を外注するために支払われる経費

ｸ) 雑役務費

当該事業遂行に必要な業務・事務を補助するために臨時的に雇い入れた者（パート、アルバイト）の賃金、交通費として支払われる経費
④委託費（一部委託に限る）

  　当該事業遂行に必要な調査等を委託する際に支払われる経費
６．助成率

（１）事業計画作成事業は、助成対象経費の３分の２以内とする。

７．助成限度額

（１）事業計画作成事業の１事業あたりの助成限度額は、１３０万円とする。

８．助成対象期間
　　　県連合会が交付決定した日から平成２２年２月２８日までとする。
９．採択基準

　　　次の観点から総合的な審査を行う。

（１）事業計画作成事業

　　　　新規性、実現可能性、地域経済への波及効果が期待できること

１０．助成金交付事業選定審査

　　　　審査は、提出書類の要件確認の上、有識者等で構成する「長崎県地域資源活用促進対策事業審査会」において行い、助成金交付先を決定する。
　　（１）審査にあたっては、必要に応じ、事前に現地調査・ヒアリング等を実施する。

　　（２）原則として書面審査を行うが、必要に応じ、申請者によるプレゼンテーションを行う。
　　（３）審査内容は非公開とする。
１１．事務手続きの流れ

（１）審査結果の通知
審査後、審査結果について県連合会から申請者に通知する。

その際、採択事業については、交付決定通知を行う。

　（２）助成金の支払

　　　　　実績報告書の提出を経て、交付すべき助成金の額が確定した後、助成金の支払を行う。（精算払）

　（３）公表

　　　　　採択された事業については、原則、助成先の事業主体名、事業名、事業概要、企業概要等について、公表するものとする。

　　　　　ただし、研究開発、新商品開発など開発途中にあり内容等、公表に時期尚早のもの、望ましくないものについては、協議により公表範囲を決定するものとする。

　（４）助成期間終了後

助成を受けた者は、助成期間終了後も、県連合会からの要請に応じて、助成事　

業の成果報告書を提出するものとする。
　　　　　
１２．応募期間・応募方法等

（１）応募期間
　平成２１年９月１８日（金）～１０月１９日（月）１７時迄（必着）
（２）応募方法

　　所定の「助成金交付申請書」に必要事項をご記入の上、申請書に記載の添付資料とともに応募すること。

　　なお、提出書類は返却しない。
（３）提出書類

　　提出書類のほか、必要に応じて追加資料の提出及び説明を依頼することがある。

【提出書類】

①事業計画作成事業

ｱ) 助成金交付申請書（様式第１号）

ｲ) 助成事業計画書（様式第２－①号）

ｳ) 経費明細表（様式第２－①号－別紙）
ｴ) 県税に未納がないことを証明する納税証明書

ｵ) 法人税、消費税及び地方消費税に係る未納税額のないことを証明する納税証明書

ｶ) 直近の２事業年度の営業報告書又は事業報告書、貸借対照表及び損益計算書

ｷ) 定款の写し　
ｸ) 会社案内等事業概要の確認ができる資料

【提出部数】

各１部

用紙サイズは、原則としてＡ４で統一し、左上１箇所でクリップ止めのこと。（ホッチキス止め不可）

（４）助成対象事業の決定
　平成２１年１１月予定

１３．助成事業者の義務

　　　本助成金の交付決定を受けた場合は、以下の条件を守ること。

①　交付決定を受けた後、助成事業の内容又は経費の配分を変更しようとする場合、又は助成事業を中止しようとする場合は、事前に承認を得なければならない。

②　助成事業が完了したときは、その日から３０日を経過した日又は平成２２年２月２８日のいずれか早い日までに、助成事業実績報告書等を県連合会に提出しなければならない。

③　助成事業に係る経理について、その収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、
　交付年度終了後５年間保存しなければならない。
④　交付申請に当たっては、当該助成金に係る消費税等仕入控除税額（注）を減額して交付申請しなければならない。
ただし、申請時において、当該消費税等仕入控除税額が明らかでないものにつ  いては、そのまま申請でき　     

























































































































るが、消費税等仕入控除税額が確定した場合には、県連合会へ速やかに報告し、指示に従わなければならない。
（注）消費税等仕入控除税額とは：
　　　         助成事業者が課税事業者（免税事業者及び簡易課税事業者以外）の場合、助成事業に係る課税仕入れに伴い、消費税及び地方消費税の還付金が発生することとなるため、この還付と助成金交付が二重とならないよう、課税仕入れの際の消費税及び地方消費税相当額については、原則として、あらかじめ助成対象経費から減額しておくこととしている。
⑤　事業計画作成事業において、県連合会は、助成事業者に対し、助成事業完了後も必要に応じて、国及び県等の支援制度への申請状況及び採択状況等について成果報告書の提出を求めることができる。また、助成事業者は、県連合会から成果報告書の提出を求められた場合は、速やかに提出しなければならない。
１４．応募・問い合わせ先
不明な点がある場合は、次まで問い合わせし、応募の際には、必ず事前相談を行うものとする。

なお、受付の際には、事業内容の確認等を行うため、できる限り早めに相談すること。

また、応募者が来会して提出できない場合は、郵送も可とする。

　　長崎県商工会連合会　指導部　振興課

　　　〒850-0031　長崎市桜町４－１　商工会館８階

　　　　TEL：095-824-5413　FAX：095-825-0392

　　　　http://www.shokokai-nagasaki.or.jp

　　　　　応募書類等は、ここからダウンロード可。　

別表
	助成事業区　　分
	助成対象者
	助成対象事業
	助　　成　　対　　象　　経　　費
	助 成 率 、 助 成 金 限 度 額 、 条 件

	
	
	
	経　費
区　分
	内　　　　　　　　容
	

	事業計画

作成事業
	県内の中小企業者又は農林漁業者
	地域資源活用又は農商工連携に関する国や県などの支援制度に申請するための事業計画作成
	謝　金
	専門家謝金
	【助成率】2/3以内
【助成金限度額】130万円
【条件】

①県内の地域資源を活用する事業計画であること。

②作成した事業計画を利用して、国、県等の支援制度に申請すること。

	
	
	
	旅　費
	専門家旅費、職員旅費
	

	
	
	
	諸　費
	会議費、会場借料、通信運搬費、消耗品費、印刷製本費、資料購入費、調査・分析外注費、雑役務費
	

	
	
	
	委託費
	調査等を委託する際に支払われる経費

（一部委託に限る）
	


様式第１号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
長崎県商工会連合会　会長　様　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者　名　　称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　　　　印
平成　　年度長崎県地域資源活用促進対策事業助成金交付申請書

標記の助成金の交付について、長崎県地域資源活用促進対策事業助成金交付要領第４条の規定に基づき、下記のとおり申請します。

記

　１．助成事業区分　　　　　　事業計画作成事業
　２．事 　業 　名

３．助成事業に要する経費：　　　　　　　　　　　　円

４．助成金交付申請額：　　　　　　　　　　　　　　円（千円未満切り捨て）

　５．助成事業開始及び終了予定日：平成　　年　　月　　日～平成　　年　　月　　日

添付書類
(1)助成事業計画書
様式第２－①号、別紙（経費明細表）
(2)県税に未納がないことを証明する納税証明書
(3)法人税、消費税及び地方消費税に係る未納税額のないことを証明する納税証明書

(4)直近の２事業年度の営業報告書又は事業報告書、貸借対照表及び損益計算書
(5)定款の写し

(6)会社案内等事業概要の確認ができる資料

様式第２－①号

助　成　事　業　計　画　書

	１．事業名



	２．助成事業者の概要

	
	名　　称：

代表者職・氏名：

住　　所：

電話番号：

FAX番号：

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：

連絡担当者職・氏名：

	
	資本金・出資金
	　　　　　　千円
	従業員数
	　　　　　　人

	
	業　　　種
	
	設立年月日
	　　年　　月　　日

	
	直近２年間分の財務データ（売上高、経常利益、自己資本）

	
	
	売上高（千円）
	経常利益（千円）
	自己資本（千円）

	
	　　　　年度
	
	
	

	
	　　　　年度　　　　
	
	
	

	３．採択を目指す国・県等の支援制度


	４．事業計画概要（事業実施予定期間：平成　　年　　月　～　平成　　年　　月）
（１）具体的事業内容

（２）新規性

（３）実現可能性

（４）地域経済への波及効果



	５．事業計画作成及び支援制度申請までのスケジュール



	６．事業目標、効果


	７．これまでの取組内容


	８．事業実施体制


	９．他の助成金（補助金）の交付を受けた実績（過去５年間）




様式第２－①－別紙
経　費　明　細　表

　　　　　　　　　
①経費配分内訳
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
	経費区分
	助成事業に

要する経費
	助成対象経費
	助成金交付

申請額
	内容及び積算基礎

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合　計
	
	
	
	


（注１）「経費区分」とは、長崎県地域資源活用促進対策事業助成金交付要領別表の経費区分をいう。
（注２）「助成事業に要する経費」とは、当該事業を遂行するに必要な経費をいう。
（注３）「助成対象経費」とは、「助成事業に要する経費」のうちで、助成対象となる経費をいう。

（注４）「助成金交付申請額」の限度額は、「助成対象経費」に助成率を乗じた額になる。

（注５）「内容及び積算基礎」は、必要に応じて内容がわかる書面（見積書等）を添付し、詳細に記入
すること。
②資金調達内訳
	区　分
	助成事業に要する経費（円）
	資金の調達先

	自己資金
	
	

	借　入　金
	
	

	助　成　金
	
	

	そ　の　他
	
	

	
	
	

	合　計　額
	
	


③助成金相当額の手当方法
　（注）助成金の支払いは、助成事業終了後の精算払いとなるため、助成事業実施期間中、

助成金相当分の資金を確保する必要がある。

	区　分
	助成金相当額（円）
	資金の調達先

	自己資金
	
	

	借　入　金
	
	

	そ　の　他
	
	

	
	
	

	合　計　額
	
	





●応募受付期間


　　平成２１年　９月１８日（金）～


　　平成２１年１０月１９日（月）：長崎県商工会連合会必着


問い合せ先


長崎県商工会連合会　指導部　振興課


　　　〒850-0031　長崎市桜町４－１　商工会館８階


　　　TEL：095-824-5413　FAX：095-825-0392


　　　http://www.shokokai-nagasaki.or.jp


応募書類の提出先


　　長崎県商工会連合会　指導部　振興課


　　　〒850-0031　長崎市桜町４－１　商工会館８階


　　※応募書類は、郵送又は持参してください。








⑧　助成金の支払い





⑦　助成金の請求





⑥　交付額の確定





⑤　助成事業実施・報告





④　事業スタート





③　採択・交付決定





①　応　募





②　審　査　会





県連合会





中小企業者等


（申請者）





助成スキーム
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